
 

令和７年度 

スクールソーシャルワーカー 

(会計年度任用職員)採用選考案内 
 

会計年度任用職員とは、一会計年度（4 月 1 日から 3 月 31 日まで）を超えない範囲

内で任用される一般職の非常勤職員です。 

会計年度任用職員として任用されると、地方公務員法に規定される服務に関する規定

（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密

を守る義務、職務に専念する義務等）が適用されます。 

 

１ 選考対象者及び募集内容 

職名 スクールソーシャルワーカー 

職務内容 

(1)問題を抱える児童及び生徒に関する状況を把握すること。 

(2)関係機関とのネットワーク構築、連携又は調整に関すること。 

(3)学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。 

(4)児童、生徒、保護者、教職員に対する支援、相談及び情報提供に

関すること。 

(5)千代田区立の小学校及び中学校における教職員への支援を行うこ

と。 

(6)その他、子ども部長がいじめ、不登校、暴力行為をはじめとする

生徒指導上の課題に対して的確かつ迅速な対応と、児童及び生徒

と学校、家庭、地域との関係の再構築を図るために必要であると

認めること。 

必要な資格等 

次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者（任用期間の初日までに

要件を満たすことができる見込みの者を含む。） 

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年 5月 26日法律第 30

号）第２条第１項に規定する社会福祉士の資格を有する者。 

(2) 精神保健福祉士法（平成 9年 12月 19日号外法律第 131号）第２

条に規定する精神保健福祉士の資格を有する者。 

任期期間 

令和７年９月１日～令和８年３月 31日 

ただし、令和８年度以降に同一の職務内容の職が設置された場合は、

勤務成績等により、公募によらず再度任用する場合があります。 

令 和 ７ 年 ６ 月

千代田区教育委員会 



条件付採用期間 

原則１か月 

 １か月の実勤務日数が 15日に満たない場合は、15日に達するまで

は条件付採用期間が引き続きます。 

任用の都度、条件付採用期間があります。 

採用予定数 １名 
 
 

注意事項 

※ 日本国籍を有しない方も受験できます。 

※ 地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する方は受験できません。 

※ 任期が重複する千代田区会計年度任用職員の職の選考に既に申し込んでいる方又

は申し込む予定のある方は受験できません。 
  

２ 勤務条件 

給 与 

【報酬額】 

報酬月額 258,102円（令和７年４月１日現在） 

・この報酬額には、常勤職員に支給される地域手当相当分を含んで

います。 

・採用前に給与改定等があった場合には、その定めるところにより

ます。また、任期途中に給与改正等があった場合には、条例の定め

により、増額又は減額される場合があります。 

【期末・勤勉手当】 

 法令等の基準を満たす場合は、12 月に期末・勤勉手当の支給があり

ます。ただし、支給期・支給月数等は条例の定めにより、変更される

場合があります。 

【費用弁償】 

 このほか条例等の定めるところにより、費用弁償（通勤手当相当、上

限 55,000円/月）が支給されます。 

勤務場所 

千代田区立教育研究所（千代田区神田須田町１－４－４ ＰＭＯ神田

須田町３階事務室） 

※ 組織改正等により変更がある場合があります。 

※ 就業場所は、原則敷地内禁煙です。 

勤務日数 月 16日 

勤務時間 
７：45～19：30の間において７時間 45分（休憩時間 60分を除く。） 

１日あたりの勤務時間数：７時間 45分 

休暇等 

９月からの採用（初年度）の場合、１年間に３日年次有給休暇が付与さ

れます。それ以外の場合は、採用の月に応じた日数の年次有給休暇が

付与されます。 

このほか、夏季休暇、慶弔休暇等があります。 



週休日・休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始等 

保 険 
東京都職員共済組合（健康保険）・厚生年金保険・雇用保険・労災保

険加入 

 

３ 申込み手続き 

（１）申込方法 

所定の申込書に必要事項を記入の上、必要書類（①履歴書、②社会福祉士又は精神

保健福祉士の資格証の写し※）と併せて下記のとおり郵送又は千代田区役所４階指導

課の窓口に提出してください。 

※ 取得見込みの場合は、見込証明書等を添付してください。 

 

（２）申込期間 

方法 期間 注意事項 

郵送 
～令和７年７月 18日（金） 

（必着） 

Ａ４判が入る大きさ(角形２号)の封筒に入れ、表

に赤字で「スクールソーシャルワーカー採用選考

申込」と明記し、簡易書留で送ってください。 

簡易書留によらない郵送での事故については、責

任を負いません。 

窓口 ～令和７年７月 18日（金） 
受付時間は、８：30～17：00です。 

※土・日曜日、祝日は受け付けていません。 

 

（３）郵送先、提出先及び問合せ先 

〒102－8688 

東京都千代田区九段南１－２－１ 

千代田区教育委員会事務局 子ども部指導課管理係（区役所４階） 

電話 03－5211－4285（直通） 

※ 応募書類については、選考結果を問わず返却しません。 
 

４ 選考の方法及び選考日 

選考方法 書類審査及び面接 

選考案内 

申込みのあった方から、選考日時をお知らせします。なお、令和７年８

月１日（金）までにお知らせがない場合には、指導課管理係までお問合

せください。 

面接日 令和７年７月下旬（予定）までの期間で指導課が指定する日 

面接会場 千代田区役所本庁舎（千代田区九段南１－２－１）４階指導課 



合格発表 
令和７年８月上旬（予定）までに、合否にかかわらず受験者全員に郵送

でお知らせします。 

 

５ 個人情報の取扱いについて 
本採用選考の実施に当たり、申込書等により収集した個人情報については、本採用選

考業務にのみ使用します。 

 

（参考）地方公務員法第１６条（欠格条項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により従前の例

によることとされる準禁治産者は受験できません。 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しく

は選考を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し 

刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日〔昭和二二年五月三日〕以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 


